
                                                                         

 

 

     

 

 

 

 

新型コロナウイルス感染症のワクチンについ

手は、現在、国において安全性や有効性について

検証が行われています。国の薬事承認後、ワクチ

ンの供給が徐々に行われるため、対象となる市民

には、優先順位を設けて接種について案内する予

定とのことです。 

 新聞報道（3/19付け道新）によると、国から先

行配布される高齢者向けの新型コロナウイルスの

ワクチンについて、札幌市と江別市に先行配付さ

れるとのことで、江別市は４月５日の週に届く初

回の１箱（約５００人分）は、市内の医療機関と

提携する介護老人保健施設と特別養護老人ホーム

の３ヵ所に優先配分する方針とのことです。 

江別市新型コロナウイルス感染症対策室では、

集団接種が安全かつ円滑に実施できるよう６５歳

以上の高齢者の集団接種を想定し、３月１２日に

保健センターで集団接種模擬訓練を実施していま

す。高齢者への接種開始は、５月中旬以降とみら

れています。接種に際しましては、事前に送付さ

れる接種券（クーポン券）が必要となります。 

 

１．接種対象者・接種優先順位 

 ① 医療従事者等 

② 高齢者（令和３年度中に６５歳以上に達す

る方） 

③ 高齢者以外で基礎疾患を有する方、高齢者

施設等で従事されている方 

 

２．江別市における、新型コロナワクチン接種の

予約開始時期と接種開始時期は未定。接種優先

順位に従って開始されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

３．接種券（クーポン券）送付時期は、接種開始

時期に合わせ、個人毎に送付されます。 

 

４．接種費用  無料です。 

 

５．接種を受ける際の同意 新型コロナウイルス

感染症のワクチンの接種は、強制ではありませ

ん。予防接種を受ける方には、予防接種による

感染症予防の効果と副反応のリスクの双方に

ついてご理解いただき、自らの意志で接種を受

けていただきます。受ける方の同意なく、接種

が行われることはありません 

 

◇問い合わせ先：新型コロナウイルス感染症対策

室（電話３８５－８９１０） 

（参考：3/21江別市ホームページ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

〔事務局〕 
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2021（令和3）年 

4 月 

見晴台住民数  (令和３年3月1日現在) 

男性 2,114人 (前月比 6人減) 

女性 2,29６人 (前月比 0人) 
    

合計 4,410人 (前月比 6人減) 

 

 

   

       

       

1日(木)  自治会だより発行  17日(土) 9:30 資源回収 

3日(土) 9:30 資源回収  20日(火)  自治会だより原稿締切 

4日(日) 19:00 定期監査  24日(土) 19:00 自治会だより編集会議 

6日(火) 15:00 運営委員会  25日(日)  全市一斉清掃の日 

10日(土) 19:00 役員会（中止）  28日(水) 9:00 自治会だより区分け、配付 

       

   
 

   

       

〔4月の行事予定〕 

発行･編集 見晴台自治会事務局 〒067-0042 江別市見晴台54-5 見晴台自治会館 ℡011-385-2063 
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ワクチン接種は５月中旬以降 



 

 

 雪解けも進み、春の日差しが暖かさを運んで

くる季節となりました。４月になると、入学式

シーズンになり、子どもたちの外遊び、行動も

活発化します。また、雪解けとともに自転車に

乗る方たちも増えてきます。 

 この春のシーズンの到来を受けて、令和３年

春の全国交通安全運動の推進要綱が発表されま

した（中央交通安全対策会議交通対策本部決

定）。 

 実施期間は、４月６日（火）～１５日（木）

の１０日間で、期間中の４月１０日（土）は

「交通事故死ゼロを目指す日」となっていま

す。  

 運動の重点項目には 、 

「子供や高齢者を始めとする歩行者の安全の確

保」が第一に掲げられ、特に、新年度になり、

入学や進級を迎える４月以降に小学生の歩行中

の交通事故が増加する傾向にあることから、歩

行者の安全確保を図る必要があることが強調さ

れています。 

 

⑴ 子供と高齢者を始めとする歩行者の安全の

確保 

 ○歩行者の交通ルール遵守の徹底 

 ○歩行者の安全の確保 

 

⑵ 自転車の安全利用の推進 

 ○自転車の交通ルール・マナーの周知徹底 

 ○自転車利用者自身の安全確保 

 ○自転車保険等の加入の促進 

 

⑶ 歩行者等の保護を始めとする安全運転意識

の向上 

 ○運転者の交通ルール遵守の徹底等 

 ○高齢運転者の交通事故防止 

 ○妨害運転（いわゆる「あおり運転」）の防止 

 

 

 

 

春の日差しのおかげで、道路上の雪も大半が

溶け、生活道路も広くなりました。ただ、住宅

の庭などから道路に出して雪を溶かそうとして

いるご家庭もありますが、時にはたくさんの雪

が出されていて、歩行者や車の通行に支障が出 

 

 

 

⑷ 飲酒運転の根絶 

 ○飲酒運転を絶対許さない環境づくりの促進 

 ○飲食店での運転者への酒類提供禁止及びハ 

ンドルキーパー運動の促進 

 

⑸ スピードダウンと全席シートベルト着用 

 ○スピードダウン 

 ○後部座席を含めた全ての座席のシートベル 

ト着用とチャイルドシートの正しい仕様の 

徹底 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 夕方の早め点灯も忘れずに!! 

〔生活環境部〕 

 

 

 

 

 

ている場合もあります。 

 どのような行いも、隣近所に迷惑にならない

よう、お互い節度をもって、行いましょう。 

 

〔事務局〕 

２ 

春の交通安全運動 ＝４月６日（火）～15日（木）＝ 

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

★★★【令和元年度交通安全川柳】  

気持のよい春を迎えるには、節度ある行いを 



   

 

 

 

 

北海道内の新型コロナウイルスの感染者数は、新規の感染者数は少ないものの感染拡大が止まりま

せん。国は１都３県（東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県）の緊急事態宣言を３月２１日に解除しま

した。北海道は、新型コロナウイルス感染症の新規感染者数や入院患者数等の改善傾向が継続してい

ることから、４か月以上にわたり実施した「集中対策期間」を３月 7日で終了しました。緊急事態宣

言の解除、集中対策期間は終了しましたが、３月以降の就職・転勤、卒業・進学等に伴う人の動きや

会食機会の増加などといった感染リスクが高まる時期に備え、安心してワクチン接種を受けられる環

境づくりを進めることが重要であることから、引き続き緩むことなく、飲食の場面などにおける感染

防止に向けた行動の徹底が求められています。 

江別市内の新型コロナの感染者数は、３月に入って市内１１例目のクラスター（感染者集団）が発

生するなど増加傾向にあります。これまでの市内の感染者は計２００人（公表分）を超える数となっ

ています。最近では家庭内での感染例も多くみられるとの事です。家庭内感染を防ぐには、まず何よ

りも外出先での感染を防ぎ、家庭内にウイルスを持ち込まないことが重要です。 

新型コロナは身近で起きていること、そして誰もがうつり、うつす環境にあると言えます。 

 

☆ 外出先では３密（密閉・密集・密接）を避け、マスク着用の徹底と手洗い（または 

アルコールによる手指消毒）を行うなど予防対策を取りましょう。 

 

見晴台自治会では、昨年１１月役員会におきまして住民の健康を守る、自治会から感染者を出さな

いなど見晴台自治会館の団体活動の使用について、当面の間、使用 

停止の措置をしたところです。 

 ４月からの会館使用は、令和３年度定期総会（5／9）以降に新役 

員体制の中で新型コロナの感染状況等を踏まえ対応することになり 

ます。 

会館使用は、団体活動の打合せや会議など少人数の集りを除き、 

集団での活動はいましばらく使用停止とさせていただきますので 

引き続きご理解とご協力をお願いします。 

 

◇江別市内新型コロナ感染者の推移（単位：人）      （令和 3 年 3 月 24日現在） 

R2年１月 ２ 月 ３ 月 ４ 月 ５月 ６ 月 ７ 月 ８ 月 

０ １ １ ２ ２ ０ ０ １ 

 

９ 月 １０月 １１月 １２月 R3年１月 ２ 月 ３ 月 合 計 

１ １ ７４ ４６ ３５ １４ ３５ ２１３ 

〔事務局〕 

                                

 

 

雪解けが進み、散歩やランニングなど外に出る機会も多くなりました。陽気に誘われて 

不審者の出没、徘徊など見かけることがあります。見晴台地区内で夜間、住宅を覗きなが 

ら歩く不審者を見たと野報告を受けています。散歩ではなさそうです。住宅では外出時は 

もちろん夜間では、玄関、窓の施錠などしっかり戸締りを確実にしましょう。 

もし、不審者、不審者など怪しいと見かけましたら１１０番通報してください。 

会館はいましばらく使用停止。家庭内感染に要注意！ 

 

見晴台支え合い見守りづくり 30 

 

 

新型コロナ感染症の予防対策  

不審者に注意、しっかり戸締りを 

－３－ 

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

◆◇◆◇◆◇◆ 



資源回収にご協力を！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前を見て スマホはあとで 見れるから 

    （対雁小学校６年 渡部 碧唯さん） 

 

 

 

 

４月の自治会館駐在日は、３日、７日、１０日、

１４日、１７日、２１日、２４日、２８日の８日

間で、事務室に９時から１２時まで駐在していま

す。 

自治会活動に対するご意 

見やご要望、ご相談など 

をお受けしています。 

 お気軽にお立ち寄りく 

ださい。 

〔事務局〕 

 

 

 

 

 

 

 

   

       

 

   

 

 

 

 雪解けともに自転車に乗る人たちが増えてきま

した。自転車は便利な乗り物です。しかし、ルー

ルを守らないと大変危険な乗り物になります。 

 ルールをしっかり守り、安全な生活を。 

 

１、自転車は車道走行が原則、歩道走行は例外 

自転車は、道路交通法上、軽車両と位置付け

られています。そのため、歩道と車道の区別が

ある道路では、車道通行が原則です。 

 【歩道を通行できる場合】 

 ◇道路標識や道路標示によって歩道を通行する

ことができることとされているところ 

 ◇１３歳未満の子ども、７０歳以上の高齢者、 

  車道通行に支障がある身体障害者 

 ◇車道又は交通の状況に照らして、自転車の通

行の安全を確保するためやむを得ない場合 

２、車道は左側通行 

  自転車は、道路の左側の端に寄って通行しな

ければなりません。 

３、歩道は歩行者優先、車道よりを徐行 

歩道では、歩道の中央から車道寄りの部分を 

徐行しなければなりません。また、歩行者の通

行を妨げることになる場合は、一時停止をしな

ければなりません。 

４、安全ルールを守りましょう。 

 ① 自転車も飲酒運転は禁止です。 

 ② 二人乗り、並んでの走行は禁止です。 

 ③ 夜間は前照灯、尾灯（又は反射器材）をつ

けてください。 

 ④ 信号は必ず守りましょう。 

５、子どもはヘルメットを着用 

  児童・幼児には乗車用ヘルメットをかぶらせ

ましょう。        〔生活環境部〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

回収業者  有限会社江別資源 

        ℡ ３８４－１３５７ 

 

４ 

４月の自治会館駐在日 

 見晴台自治会集団資源回収収益金報告 

３月（６日、２０日）分 

         ４４，４５９円 

  

 新型コロナウイルスの蔓延がまだまだ心配され

いますが、現在のところ下記の日程で開催する予

定で準備を進めています。 

 総会では、令和２年度の活動報告・会計決算・

監査報告の決議、令和３年度の活動計画・会計予

算案の決議、令和３年度４年度の自治会運営に携

わる会長・副会長・監事の選任を行います。 

 多くの会員の皆様の参加をお待ちしています。 

 

◇日時 令和３年５月９日（日）午前１０時 

◇会場 見晴台自治会館大広間 

※ 新型コロナ感染状況によっては、総会の持ち

方に変更があるかもしれません。その点、お含

みおきください。 

〔事務局〕 

【令和 2年度交通安全川柳】 

令和３年度自治会総会日程

 
 

知ってますか、守ってますか

 
 

自転車安全利用五則

 
 


